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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年12月6日(2018.12.6)

【公表番号】特表2017-537350(P2017-537350A)
【公表日】平成29年12月14日(2017.12.14)
【年通号数】公開・登録公報2017-048
【出願番号】特願2017-525962(P2017-525962)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/32     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１２Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月22日(2018.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素のアレイを含むディスプレイであって、各画素が、共通の基板（１１）に搭載され
た少なくとも第１の駆動トランジスタ（１００）と少なくとも第２の発光トランジスタ（
２００）とを含み、前記第１の駆動トランジスタが、：
－物理的に分離されているが、半導体層（１３）によって互いに電気的に接続されている
第１のソース電極及び第１のドレイン電極（１２，１２’）と、
－第１の誘電体層（１４）と、
－少なくとも１つの第１のゲート電極（１５）と、を含み、
　前記第２の発光トランジスタが、
－第２のゲート電極（１７）と、
－第２の誘電体層（１８）と、
－発光チャンネル層（１９）と、
－長さＬｓを有する第２のソース電極、及び長さＬｄを有する第２のドレイン電極（２０
，２０’）と、を含み、
　前記第２のゲート電極（１７）が、前記第１のソース電極及び／又は前記第１のドレイ
ン電極（１２、１２’）と電気的に接触しており、
　前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極（２０、２０’）の内の少なくとも
１つが、前記第２のゲート（１７）と少なくとも５μｍ垂直に重なり合っており、このよ
うな垂直の重なりはそれぞれＬ及びＬ’で表され、前記第２のソース電極及び第２のドレ
イン電極が、水平に少なくとも２μｍ分離されていることを特徴とする、ディスプレイ。
【請求項２】
　前記垂直の重なり（Ｌ）及び／又はＬ’が５μｍと１５０μｍとの間である、請求項１
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に記載のディスプレイ。
【請求項３】
　前記第２のソース電極の外縁は、前記発光チャンネル層の一端から水平にオフセットさ
れ、前記第２のドレイン電極の外縁は、第２のソース電極と第２のドレイン電極との間の
水平の分離の２０％以下で、前記発光チャンネル層の反対側の縁から水平にオフセットさ
れる、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項４】
　前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極は、２μｍと５０μｍとの間の距離
で水平に分離されている、請求項１から３の何れか一項に記載のディスプレイ。
【請求項５】
　前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極のそれぞれは、前記第２のゲート電
極と少なくとも５μｍ垂直に重なることを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載
のディスプレイ。
【請求項６】
　前記第２のソース電極の全長Ｌｓと前記第２のドレイン電極の全長Ｌｄとが前記第２の
ゲート電極と垂直に重なり、前記第２のゲート電極が、Ｌｓ、Ｌｄ、及び、前記第２のソ
ース電極と前記第２のドレイン電極との間の水平の分離の合計よりも大きい長さを有する
、請求項１から５の何れか一項に記載のディスプレイ。
【請求項７】
　前記第２のソース電極（Ｌｓ）の長さ及び前記第２のドレイン電極（Ｌｄ）の長さが、
以下の式に従って選択される、請求項１から６の何れか一項に記載のディスプレイ：
　１≦最大値（Ｌｄ、Ｌｓ）／最小値（Ｌｄ、Ｌｓ）≦２５、
　好ましくは、
　１≦最大値（Ｌｄ、Ｌｓ）／最小値（Ｌｄ、Ｌｓ）≦１０。
【請求項８】
　前記発光チャンネル層が、単一の有機半導体層によって形成される、請求項１から７の
何れか一項に記載のディスプレイ。
【請求項９】
　前記発光チャンネル層が、少なくとも２つの異なる有機半導体層、好ましくは３つの異
なる有機半導体層を含む、請求項１から８の何れか一項に記載のディスプレイ。
【請求項１０】
　前記第２の発光トランジスタが、ソース電極とドレイン電極とが水平に交互になるよう
に配置された第３のソース電極又はドレイン電極を含む、請求項１から９の何れか一項に
記載のディスプレイ。
【請求項１１】
　前記発光チャンネル層の上方又は下方に反射層を含む、請求項１から１０の何れか一項
に記載のディスプレイ。
【請求項１２】
　前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極が、前記第２のソース電極及び前記
第２のドレイン電極の他方に含まれない少なくとも１つの異なる材料を含む、請求項１か
ら１１の何れか一項に記載のディスプレイ。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの異なる材料が、介在層堆積物又は介在層成分の形態であり、前記
介在層が、前記第２のソース電極及び第２のドレイン電極のうちの少なくとも１つと前記
発光チャンネル層との間に配置される、請求項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１４】
　前記第１の駆動トランジスタの前記第１のソース電極及び前記第１のドレイン電極の内
の少なくとも１つが、前記第２のソース電極及び第２のドレイン電極のうちの少なくとも
１つの少なくとも部分的に下である、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項１５】
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　前記第１の駆動トランジスタの前記第１のソース電極及び前記第１のドレイン電極の内
の一方が、前記第２の発光トランジスタの前記第２のゲート電極としても機能するように
適合される、請求項１に記載のディスプレイ。
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